
様式４号 

                 契 約 変 更 の 内 容 
 

 施 設  名    福島地方環境事務所 

業 務 名 
令和４年度除去土壌再生利用技術等実証事業（第１回変

更） 

 契約変更年月日 令和５年３月２２日 

 業 務 場 所 特記仕様書のとおり 

 契 約 業 者 名 除去土壌等減容化・再生利用技術研究組合 

 契約業者の住所 東京都港区虎ノ門一丁目 1-18 ヒューリック虎ノ門 10 階 

 工 期 （ 自 ） 令和４年１１月１８日 

 工 期 （ 至 ） 
変更前：令和５年３月２８日 
変更後：令和５年５月３１日 

 

 業 務 概 要 
 
 

令和４年度除去土壌再生利用技術等実証事業で扱う除去土 壌

は、中間貯蔵施設内において一定の再生資材化処理が施さ れ

た低濃度（8，000 ㏃/㎏以下）の除去土壌（以下「再生資材」 

と言う。）の再生利用に関する実証事業となる。このため、 

再生資材を活用するための品質調整処理や輸送方法等の課題

があり、本事業においては、現地制約条件の下で、最適な品質

調整処理の設備 配置・設備性能、品質調整方法、放射能濃度

測定方法、輸送方法及び被ばく低減方策等、再生資材を活用す

る技術開発を進めることを目的とする。 

 契 約 金 額 金５４１,２００,０００円（消費税込） 

 変更後の契約金額 金５４１,２００,０００円（消費税込） 

 

 変 更 理 由 
 
 

実証事業計画に関する調整に相当な時間を要する見込みと

なったため、令和５年２月３日から令和５年３月 28 日まで

の間、業務の一部一時中止の必要が生じた。 

このことから、事業完了年月日の令和５年３月 28 日を令和

５年５月 31 日まで工期を延期する必要が生じた。 
  



様式３号 
                   契 約 の 内 容 
 
  施   設      名    福島地方環境事務所    

 業  務  名 令和４年度除去土壌再生利用技術等実証事業 

 契 約 年 月 日 令和４年１１月１８日 

 契 約 方 法 随意契約 

 業 務 場 所 特記仕様書記載内容のとおり 

契 約 業 者 名 除去土壌等減容化・再生利用技術研究組合 

 契約業者の住 所 
東京都港区虎ノ門一丁目 1-18 ヒューリック虎ノ門ビル 10
階 

 工 期 （ 自 ） 令和４年１１月１９日 

 工 期 （ 至 ） 令和５年３月２８日 

 業 務 概 要 

令和４年度除去土壌再生利用技術等実証事業で扱う除去土

壌は、中間貯蔵施設内において一定の再生資材化処理が施さ

れた低濃度（8，000 ㏃/㎏以下）の除去土壌（以下「再生資材」

と言う。）の再生利用に関する実証事業となる。このため、

再生資材を活用するための品質調整処理や輸送方法等の課

題があり、本事業においては、現地制約条件の下で、最適な

品質調整処理の設備 配置・設備性能、品質調整方法、放射能

濃度測定方法、輸送方法及び被ばく低減方策等、再生資材を

活用する技術開発を進めることを目的とする。 

 契 約 金 額 金５４１,２００,０００円（消費税込） 

 予 定 価 格 
 （随意契約の場合） 

金５４１,７９４,０００円（消費税込） 

 



様式７号 

随意契約理由書 

施設名：福島地方環境事務所 

業 務 名 令和４年度除去土壌再生利用技術等実証事業 

契 約 業 者 名 除去土壌等減容化・再生利用技術研究組合 

随意契約理由 

福島県内の除染等により生じた除去土壌等については、中間

貯蔵・環境安全事業株式会社法第３条第２項において、「国

は、（中略）中間貯蔵開始後 30 年以内に、福島県外で最終処

分を完了するために必要な措置を講ずるものとする」とされて

いる。除去土壌等の県外最終処分に向けては、必要な規模の最

終処分場の確保等の観点から、除去土壌等の減容が重要な取組

の一つである。除去土壌の再生利用については、これまで除

染・減容技術等実証事業及び除去土壌再生利用技術等実証事業

で実証・評価してきたが、除染後に各仮置場に仮置された除去

土壌を用いて実施してきた。令和４年度除去土壌再生利用技術

等実証事業では、中間貯蔵施設内において一定の再生資材化処

理が施された低濃度（8，000 ㏃/㎏以下）の除去土壌（以下

「再生資材」と言う。）を用いて再生利用の実証事業を行うこ

ととなるため、再生資材を活用するための品質調整処理や輸送

方法等の検討課題がある。本事業においては、再生資材を活用

する技術開発を進める上で、現地制約条件の下で、最適な品質

調整処理の設備配置・設備性能、品質調整方法、放射能濃度測

定方法、輸送方法及び被ばく低減方策等の検討が必要となる

が、事業者が提示する技術に応じて、調達価格及び業務の成果

に相当程度の差異が生ずる。このため、実施手法を特定せず民

間の企画提案による方が、予算の範囲内で最大限の効果を期待

できる。これに加え、本業務の実施に当たっては、駐車場建設

工事等向け土木資材としての要求品質に関する専門的知識や、

放射性物質の取扱い、土木施工に関する能力を必要とするの

で、民間の有する知識や創意工夫を幅広く求め、本業務の実施

にふさわしい知識や能力を有する者を選定し業務を実施するこ

ととし、複数の者に企画書等の提出を求め、最も優秀な企画書

等を提出した者を契約相手方として選定する方法が最も有効で

ある。よって、再生資材を有効活用するための土壌の分別技術

等は、多種多様に想定され、「業務の概要」に基づいて事業者

が業務に要する費用を推計することは困難であるため、総合評

価落札方式による一般競争入札によることができず、企画競争

方式により企画書を募集したところである。公募においては、

有効な応募者は１者であった。当該業務に係る企画提案書等の

審査を行った結果、除去土壌等減容化・再生利用技術研究組合

は評価基準を満たしており、本業務における契約相手としてふ

さわしい者と判断し、除去土壌等減容化・再生利用技術研究組

合の企画書等を選定した。このため、除去土壌等減容化・再生

利用技術研究組合を本業務の契約相手方として選定し、会計法



 

第 29 条の３第 4 項の規定に基づき、随意契約を行うものであ

る。 


